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特集●情報通信技術の高度化と労働
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Ⅰ　は じ め に

　労働者の秘密保持ないし競業避止義務について
は，近年における関連事件の増加を背景に，議論

が一層活発に行われるようになってきた。最近の
事例としては，日本企業の最先端技術の情報が外
国企業に不正に流出された東芝と SKハイニック
スの事件 1）や新日鉄住金とポスコの事件 2），また
顧客情報の不正取得，その情報の購入や転売が問
題となったベネッセ事件 3）などが記憶に新しい。
　こうした事件が増加する背景には以下のような
要因がある。①企業間競争が国際的規模において
激化する中で，他企業の企業秘密の（非）合法的
な取得への誘惑が増大している。②企業での秘密
情報の電子化が進行し，また，社内 LANやイン
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在職中の労働者は，信義則上，秘密保持および競業避止義務を負うが，信義則上の守秘義
務は労働契約の終了とともに終了する。不競法が信義則上の守秘義務を認めた以上，それ
とは別に，労働契約の余後効として信義則上の義務が残るとするのは整合性を欠く。退職
後の競業避止義務は，職業選択の自由を強く制約するから，明示の根拠が強く要求される。
不競法上の秘密保持義務は，退職後の競業避止義務を根拠づけるとは解し得ない。退職後
の競業避止特約は，職業選択の自由に対する制約の強度に鑑みて，必要最小限度に止まり，
かつ適正な代償措置が要件になる。代償措置としては，競業制限がなければ得られるであ
ろう利益の総額から，競業制限範囲外の活動により得られるであろう利益の総額を控除し
た額に概ね見合う内容が求められる。損害賠償などは別として，退職後の競業を理由に退
職金を減額等するのは，それが基本的に在職中の労働などの対償であることと矛盾する。
それゆえ，退職金の減額等条項は，適正な代償を欠く競業避止義務の特約として無効と解
される。かりに判例法理によるとしても，退職金の減額等は，実質的な損害塡補機能を考
慮し，競業行為の態様や経緯，使用者の損害，労働者の勤務態度や貢献度などを勘案して，
実損害額を上限として，制限されるべきである。また，違約金等は，退職を制約し，過大
な損害負担をもたらすことから，労基法 16 条に違反すると解されるが，同条に抵触しな
くても，公序良俗や信義則などによる違約金等の減額が可能である。雇用の流動化が進み，
退職労働者の職業選択の自由が一層重要性を増すがゆえ，今後は，競業避止義務はより厳
格に規制されるべきである一方で，改正不競法や守秘義務特約により，営業秘密と職業選
択の自由の調整が図られるべきである。

労働者の秘密保持義務と競業避止義務の 
要件・効果に関する一考察
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トラネットにより企業内の端末機がネットでつな
がれている場合，従業員にとって企業秘密へのア
クセスはきわめて容易となる。③販売システムな
どの発展により，保護されるべき企業秘密の範囲
と保護の対象が拡大した（とくに消費者などの個
人情報）。④長期雇用慣行の後退により，労働者
が退職後同業他社に転職する機会が増加し，それ
を通じて企業秘密が他企業に漏洩する危険性も増
大する。⑤派遣労働者や下請企業の労働者などを
ふくむ雇用形態の複雑化により企業秘密が漏洩し
やすい条件が生まれている，といった事情であ
る 4）。
　この間，国家戦略として「情報と知識が付加価
値の源泉となる社会」（e-Japan 重点計画 -2003（IT
戦略本部））や「コンテンツ創造立国」（知的財産
戦略本部「知的財産政策ビジョン」2013 年）への転
換が進められ，企業活動における営業秘密などの
機密情報の財としての重要性が高まるなかで，上
述のような，高度情報化や人材流動化の進展にと
もない，企業は機密情報流出のリスク拡大に危機
感を強めている 5）。こうした状況の中で，2015
年 7 月に不正競争防止法の改正が成立し，営業秘
密の保護が刑事・民事の両面で強化されることと
なっている。
　その一方で，企業に関わる財産的情報は以下の
ような特質をもつという視点が重要である。①情
報の財としての価値は，時間の経過や公知化によ
り大きく減殺される。②企業の財産的情報は，使
用者はもとより，労働者の職業能力にとっても財
となる情報であり，労働者にとっての情報財は，
消費者や国民の利益であるという公共財的性格も
有する。③労働者が業務遂行のなかで加工，開拓，
創造した技術情報や営業情報は当然には使用者に
帰属せず，それを使用者の財であるというには，
それを労働者に明認する必要がある，ということ
である 6）。こうして，労働者の競業行為などに対
する法規制は，秘密の開示や競業をふくむ自由な
職業活動を行う労働者の利益，企業利益の保護の
ために競業行為を制限する使用者の利益，公正な
競業秩序を維持する市場の利益などを調整した上
で行われることになる。
　かかる利益調整を図るルールとしては，まず，

制定法として労働者の秘密保持義務を規制する不
正競争防止法（以下，不競法ともいう）が存在す
る。また，契約にもとづく秘密保持ないし競業禁
止規制としては，債務不履行にもとづく損害賠償
請求や差止め請求がある。さらに，競業行為に対
して，退職金の減額・不支給や違約金ないし損害
賠償額を予定するという措置も考えられる。この
他，一般の不法行為の制度により，使用者が損害
賠償を請求する場合がありうる 7）。
　本稿では，これまで秘密保持ないし競業避止義
務をめぐり蓄積されてきた判例・学説を，両義務
の相互の関係，在職中の義務と退職後の義務の関
係，不競法上の秘密保持義務と労働契約上の秘密
保持ないし競業避止義務の関係などに着眼して整
理し直し，それを通じて秘密保持および競業避止
義務を生じさせるための要件およびその効果を考
察し，また今後の理論的課題に検討をくわえるこ
とにしたい。

Ⅱ　秘密保持義務の要件等

1　労働契約にもとづく秘密保持義務

（1）在職中の秘密保持義務の要件
　在職中の労働者は，労働契約上の債務を忠実に
履行し，使用者の正当な利益を労使の信頼関係に
反する態様で侵害しない誠実義務を労働契約上の
付随義務として負い 8），また，この誠実義務の一
つとして，信義則上，職務上知りえた営業秘密や
企業秘密を保持する義務を負う（民法 1 条 2 項，
労働契約法 3条 4 項）9）。顧客情報，財務情報，技
術情報等は通常，秘密保持義務の対象となる「秘
密」に該当する。これに対して，労働者に帰属す
る財産的情報と労働者が入社以前から保有する財
産的情報などについては，労働者は秘密保持義務
を負わない 10）。なお，在職中の秘密保持義務は，
明示の特約や就業規則の定めの存否にかかわらず
発生すると一般的に理解されている 11）。

（2）退職後の秘密保持義務の要件
　一方の学説は，労働契約上の義務は契約終了と
ともに終了するのが原則であり，不競法が不法行
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為法の特別法として信義則上の秘密保持義務を認
めた趣旨からすると，退職者に秘密保持義務を負
わせるのには，特約または就業規則の定めなど明
確な法的根拠が必要であると理解する 12）。
　その論拠を少し詳しく見ると，不競法が信義則
上の守秘義務を認知した以上，それとは別に労働
契約の余後効として信義則上の義務が残ると解す
るのは整合性を欠くこと 13），以前は営業秘密に
関する不正行為の差止めを認めるために秘密保持
義務を退職後に拡張して契約責任の追及を可能に
する考え方が成立しえたが，現在は不競法が差止
め請求も認めていること 14），労働者保護の観
点 15），あるいは労働者が契約終了後予測できな
い拘束を受け続けることを回避するべきであるこ
と 16）などがあげられる。
　他方の学説においては，信義則にもとづく秘密
保持義務の対象とされる秘密情報は財産的情報に
とどまらないこと，不競法の 1990 年改正により
労働契約終了後の信義則にもとづく秘密保持義務
が明確にされたことなどを根拠として，退職後も，
信義則にもとづく在職中の秘密保持義務が残存す
ると解されている 17）。
　この学説は，特約等のない場合の使用者側の秘
密保持の利益に配慮して，信義則上の秘密保持義
務の範囲を不競法上の秘密保持義務を超えた範囲
に及ぼそうとするものである 18）。しかし，その
結果として，労働者は退職後にも明確な根拠がな
いままに拘束を受け，職業選択の自由は一定の制
約を受けることとなる。そこで，労働契約上の守
秘義務は労働契約の終了とともに終了するのが原
則であると解するべきであるが，例外的に，企業
秘密保護の高度の必要性を考慮し，職員の退職後
の守秘義務を定める公務員法の規定（国公法 100
条 1 項，地公法 34 条 1 項）も参考にして，顧客の
個人情報や重要な企業秘密に限り，労働者の職業
選択の自由などと抵触しない限り，信義則上退職
後の守秘義務が生じると解する余地もあろう 19）。
　さて，いずれの立場によっても，特約や就業規
則によれば，（信義則上守秘が義務づけられうる範
囲を超えて）守秘義務を負わせることは可能であ
る。こうした労働契約上の守秘義務は，不競法上
の「営業秘密」より広く解され，「営業秘密」の

要件を満たさない秘密・ノウハウに及ぶ義務とし
て設定される。たとえば，秘密管理性の要件を欠
く情報も，秘密としての客観的価値をもつ限りは
守秘義務の対象となりうる。また，有用性を欠く
情報（会社のスキャンダル等）や，「保有者より示
された」のでない情報（労働者自身が開発したノウ
ハウ等）も守秘義務の対象となりうる。もっとも，
守秘義務について使用者に正当な利益があること
が要件となる。すなわち，労働者が業務を通して
取得した一般的知識・技能や，もともと秘密性を
欠く事項は守秘義務の対象とならない。守秘義務
が職業選択の自由に及ぼす影響は競業避止義務ほ
どではないことから，義務期間の限定や代償は必
ずしも有効要件とはならない。なお，法的リスク
管理の観点からは，守秘義務契約などにより秘密・
情報を特定するとともに，義務内容について十分
説明する必要がある 20）。

2　不正競争防止法にもとづく営業秘密の保護

（1）不正競争防止法の規制
　営業秘密の保護の要請を背景に，不競法は，
1990 年の改正以降，労働契約関係の存続中ない
し終了後に労働者が行う営業秘密の不正な使用・
開示について，差止請求等の民事上の救済措置を
設けている。つまり，労働者が使用者から示され
た「営業秘密」を「不正の利益を得る目的で，又
はその保有者に損害を加える目的」（図利加害目的）
で使用ないし開示する行為は，「不正競争」の一
類型とされ（不競法 2条 1 項 7 号），使用者はこう
した営業秘密の使用・開示行為に対し，差止め（同
3 条 1 項），損害賠償（同 4 条），侵害行為を組成
した物の廃棄または侵害行為に供した設備の除却
（同 3条 2 項），信用回復の措置（同 14 条）を請求
することができる。また，同法の手厚い保護の対
象となる「営業秘密」とは，「秘密として管理さ
れている生産方法，販売方法その他の事業活動に
有用な技術上又は営業上の情報であって，公然と
知られていないもの」（同 2条 6項）をいい，秘密
管理性，有用性，非公知性の 3要件を満たす秘密
情報に限定されている。
　なお，この類型の不正行為は，信義則上の守秘
義務違反行為と位置付けられており，ここで，信
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義則は，契約終了後にも作用することから，債権
関係にあった者は，契約終了後においても契約相
手が契約関係にあったがために不当に不利益を被
らないようにする義務が存在すると解されてい
る 21）。
　不競法上の刑事制裁としてとくに重要であるの
は，在職中の労働者と退職者による営業秘密の不
正使用・開示等についての刑事罰である。すなわ
ち，在職中の労働者の守秘義務違反（同 21 条 1 項
5 号），および退職労働者の営業秘密の不正使用・
開示に対する処罰規定がそれである（同 21 条 1 項
6 号）22）。

（2）不正競争防止法 2015 年改正の概要
　2015 年の不競法改正においては，営業秘密の
漏洩の実態や産業の国際競争力の強化を図る必要
性の増大などを背景に，営業秘密の保護を刑事・
民事の両面で一層強化することに主眼が置かれて
いる（公布 2015 年 7 月 10 日，公布後 6 カ月以内に
施行）。
　民事面では，まず不正使用行為により生じた物
を譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのため
に展示し，輸出し，輸入し，又は電気通信回線を
通じて提供する行為が不正競争にくわえられてい
る（不競法 2 条 1 項 10 号）。また，侵害の立証負
担の軽減が図られている。つまり，故意・重過失
により技術上の秘密について営業秘密を取得する
行為があった場合において，その行為をした者が
当該技術上の秘密を使用する行為により生ずる物
の生産等をしたときは，その者は営業秘密を使用
して生産等をしたものと推定される（同5条の2）。
この他，不正競争のうち，営業秘密を使用する行
為に対する差止めを請求する権利は，事実を知っ
たときから 3年で，その行為の開始の時から 20
年（改正前は 10 年）で消滅時効にかかることにな
る（同 15 条）。
　つぎに，刑罰面としては，営業秘密侵害行為に
関する罰金額が，従来の個人について最高 1000
万円，法人について最高 3億円から，個人につい
て最高 2000 万円（同 21 条 1 項），法人について最
高 5 億円（同 22 条 1 項 2 号）に引き上げられる。
また，海外重課により，営業秘密の海外への漏洩

に対する罰金額は，個人で最高 3000 万円（同 21
条 3 項），法人で最高 10 億円（同 22 条 1 項 1 号）
と改められている。従来の法律では，営業秘密を
不正に取得・漏洩した者と，それを知りながら営
業秘密をその者から直接開示を受けた者（二次的
な取得者）までしか処罰の対象に含まれない。こ
れに対して，本改正では，転々と不正に流通する
営業秘密を取得・使用・開示した者も罰則の対象
とされる（同 21 条 1 項 8 号）。従来の営業秘密侵
害罪は，被害者の告訴をもって行われる親告罪で
あったが，これが告訴なしで起訴できる非親告罪
と改められ，また，未遂行為も新たに刑事罰の対
象となる（同 21 条 4 項）。さらに，日本国内で事
業を行う保有者の営業秘密を日本国外で不正に取
得する行為等が罰則の対象とされることになる
（同 21 条 3 項 3 号）。この他，営業秘密侵害により
生じた財産等の没収も可能となる（同21条10項）。

Ⅲ　競業避止義務の要件等

1　在職中の競業避止義務

　在職中の労働者は，労働契約上の誠実義務の一
つとして競業避止義務を負い，労働者がこれに違
反する場合は，債務不履行または不法行為として
損害賠償責任を負うことになる。
　たしかに，競業避止義務は，労働者の職業活動
自体を禁止する点で，守秘義務以上に職業選択の
自由への制約度が高い。しかし，在職中の労働者
が競業他社の運営に積極的に関与することは，企
業秘密の漏洩や顧客の奪取をもたらし，使用者の
正当な利益を不当に侵害する結果となるため，そ
れを控える義務は，信義則上当然に発生する義務
と解されているのである 23）。

2　退職後の競業避止義務

（1）退職後の競業避止義務の要件
　退職後の労働者は，労働契約上の権利義務関係
から解放され，個別特約や就業規則で設定されな
い限りは競業避止義務を負わないというのが多数
説の考え方である。すなわち，労働契約上の義務
は契約終了とともに終了するのが原則であり，競
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業避止義務が守秘義務と比べて職業選択の自由を
強く制約し，かりに信義則上の競業避止義務が退
職後にも認められるとすれば代償措置を想定せず
に職業活動の自由と生活の糧を得る道を奪われる
ことになるから，退職後に競業避止義務を課すに
は明示の根拠が要求されるのである 24）。
　また，多くの学説は，特約や就業規則が存在す
る場合であっても，特約が企業秘密の保持を目的
とすることや 25），業務遂行中に知り得た使用者
の財産的情報が労働者の身についており労働者の
職業能力としての情報財と区分できないこと 26）

を前提とするように，競業避止義務が有効たりう
るケースに限定をくわえている 27）。
　これに対して，東京リーガルマインド事件・東
京地決平 7・10・1628）は，不競法 2条 1項 7号は，
労働者が信義則上営業秘密保持義務を負うため，
労働契約終了後の競業避止義務を肯定すべき場合
につき，その要件・効果を明らかにしていること
を理由に，労働者の競業行為が不可避的に営業秘
密の使用を伴うものである限り，営業秘密保持義
務を担保するものとして，退職後の競業避止義務
を肯定しうる旨判示していた 29）。
　しかし，不競法上の営業秘密の不正使用・開示
を規制対象とする立法はあくまで秘密保持義務に
関するものであり，同法が，労働契約終了後も競
業避止義務を肯定すべき場合があることを明らか
にしたと解するのは困難である 30）。競業避止義
務の根拠・要件は，不競法とは別の問題として扱
うべきである 31）。そもそも，退職後の競業避止
義務は，秘密保持義務と異なり，退職者の職業選
択の自由を直接的に制約する重大な影響を伴うか
ら，従業員等に対する明示もなく，かかる義務を
課すべき合理的理由もないと解される 32）。
　最近では，サクセスほか（三佳テック）事件・
最 1小判平 22・3・2533）が，本件事実関係等の下
では，退職後に競業行為を行った元労働者らに信
義則上の競業避止義務違反があるともいえないと
判示し，一般論としては，信義則上の競業避止義
務の存在を否定していないようにも読めなくはな
い。しかし，本判決は，特約等がない場合の競業
避止義務の成否を論じるまでもなく，本件の事実
関係の下でおよそ同義務違反となる余地はないこ

とを簡潔に判示したにとどまると理解すべきであ
ろう 34）。

（2�）退職後の競業避止義務の法的根拠としての
個別特約または就業規則

　次に問題となるのは，何をもって退職後の競業
避止義務の根拠とみなしうるかである。まず，個
別特約の場合，労使の交渉力の格差から真の自由
意思の存否が問われ 35），またその有効性は合理
性判断に委ねられるが，個別特約それ自体が法的
根拠たりうることに異論はない。それでは，就業
規則についてはどうであろうか。
　一方で，就業規則ではなく，明確な個別特約に
よるべきであるとの考え方が以下のような理由か
ら主張されている。就業規則で定められる「労働
条件」とは，基本的に労働契約関係存続中の権利
義務に関係するものである。就業規則規定それ自
体は退職後の競業規制の根拠とはならないがゆえ
に，退職後の競業規制の根拠は退職後も効力を保
持する明確な契約上の根拠でなければならな
い 36）。退職後の競業自由という重要な権利が制
限されるという事柄の性質上，就業規則により競
業避止義務を一方的に設定しうるかきわめて疑問
があり 37），原則として明確な個別合意が必要で
あるというのである 38）。
　他方で，就業規則による根拠づけを容認する立
場がある 39）。たとえば，東京リーガルマインド
事件・東京地決平 7・10・1640）は，労働契約終了
後の競業避止義務は，労働契約関係存続中の権利
義務に関するものではなく，本来の労働条件には
当たらないが，労働者の職務内容との関係におい
て労働契約と密接に関連することから，労働条件
に付随し，これに準ずるものと理解する。また，
たとえば一定の職種の人について，たとえば 1年
間，こういう業種・職種に就くことを禁止し，就
いた場合には責任を追及しうるという規定は一律
に規定することができ 41），競業避止義務は労働
条件に付随し準ずるものとして就業規則の対象に
なると解する立場がある 42）。
　以上のような議論状況をふまえると，退職後の
競業避止義務については，労働条件該当性に関す
る疑問や制限を受ける労働者の権利の重要性など
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に鑑みて，原則として明確な個別特約によるべき
である。なお，かりに就業規則により根拠づける
ことができる場合があると解しうるとしても 43），
厳格な合理性審査を受ける必要がある。

（3）退職後の競業避止特約の審査基準
　競業避止特約の効力は，労働者の職業選択の自
由に対する制約が使用者の事業活動上の利益を保
護するために必要な合理的範囲内にあるのかによ
り判断される。その合理性の有無は，通説・判例
によれば，①使用者の正当な利益の保護を目的と
すること，②労働者が使用者の正当な利益を尊重
する地位と職務にあったこと，③禁止対象業務，
期間の長さ，地域が合理的範囲に限定されている
こと，④代償措置の有無と内容，という 4基準に
より判断される 44）。裁判例は，4基準を総合的に
考慮して競業避止特約の効力を判定するが，近年，
その審査はより厳格に行われる傾向がある 45）。
　まず，規制をなす使用者の正当な利益が認めら
れる競業行為の態様は，基本的にノウハウ等の使
用行為に限定される 46）。ただし，ノウハウ等の
性質上，その使用行為のみを抽出して禁止するこ
とが事実上困難な場合には，競業企業に就職した
り，自ら競業行為を行ったりしないという本来的
な意味での競業避止義務を課すことも許されよ
う 47）。
　なお，退職者の地位が合理性の判断要素となる
理由は，当該地位にいることで使用者の保護利益
である機密情報に触れたり，顧客を含む関係者と
強い関係を持ったりしたため，それらの利用に
よって使用者に不利益が生じるからである 48）。
　つぎに，競業禁止の範囲も重要な基準である。
競業規制は，原則として競争企業における同一職
種への就労を限度とすべきであり，競争企業にお
ける他職種への就労を制限することは必要性を欠
き 49），競争関係にない企業における同一職種へ
の就労を制限することも必要性が認められな
い 50）。また，陳腐化の早い技術的ノウハウであ
れば，期間は短期に設定する必要があるし 51），
逆に普遍性の高い秘密であれば，長期の規制が認
められよう。ただし，いかに重要な営業秘密等と
いえども，不当に長期にわたる競業規制は許され

ない。さらに，たとえば，学習塾の顧客の保護の
ように地域性が強い事項であれば，地域を限定す
る必要があるが 52），普遍性の高いノウハウ等で
あれば，地域に限定がなくても直ちに無効とされ
るわけではなかろう。
　この他，代償措置については，裁判例は，有効
要件と解するものも登場しているが 53），そのよ
うな考え方は必ずしも広く定着してはいない 54）。
　これに対して，学説上は，代償措置を不可欠の
要件とみなす見解が有力である 55）。競業避止義
務は，労働者の重要な権利であり基本的な生活手
段でもある職業活動の一部を放棄させるという強
力な効果をもつがゆえ，それを補塡するための適
正な対価を要することから，代償を欠き，または
著しく低い代償を定める競業の約定は，公序（民
法 90 条）に違反して無効になるというのであ
る 56）。代償の具体的な額については，基本的に，
制限期間中競業制限を受けなければ得られるであ
ろう利益の総額から，同期間中競業制限範囲外の
活動により得られるであろう利益の総額を控除し
た額が基準となり，概ねそれに見合うような代償
措置が給付される必要があると解される 57）。
　また，代償が退職後の競業避止義務の対価であ
る以上，退職後の期間に対して支払われることが
原則である。それゆえ，在職中の機密保持手当は
当然には代償たりえず，退職金も，本来は在職中
の労働の対価である以上，当然には代償たりえな
い。ただし，これらの給付が適正な額で上積みさ
れるなど，退職後の競業規制の対価としての性格
が明確で，かつ額が適正であれば，代償と解する
ことは妨げられない 58）。
　なお，競業避止義務と銘打っていても，実質は，
営業秘密等の使用・開示の禁止を意味する場合
（守秘義務にあたる），職業活動の一部を制約され
るにとどまるから，代償は不要と解される。その
典型が顧客勧誘禁止特約であり，顧客一般の勧誘
ではなく，前使用者が顧客名簿等によって確保す
る顧客の勧誘を禁止する義務を意味する 59）。
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Ⅳ　秘密保持義務または競業避止義務違
反の効果

　使用者は，労働者の故意による秘密漏洩や競業
行為に対して，過失行為の場合とは異なり 60），
基本的に完全な損害賠償を請求しうるが，損害の
算定や行為と損害との因果関係の証明などにはし
ばしば困難が伴う 61）。また，差止請求は，職業
活動を直接に禁じ，損害の発生や因果関係を要し
ないことから，競業行為により「使用者が営業上
の利益を現に侵害され，又は侵害される具体的な
おそれがある」ことが要件とされる 62）。こうし
たことから，実際上，退職後の競業行為などへの
対抗手段として重要な役割を果たしてきたのが，
退職金の減額・不支給である。また，賠償額の算
定の困難さなどから，違約金や損害賠償額の予定
を通じた問題解決が図られる事例も増加傾向にあ
る。
　まず，退職金は，賃金後払いにくわえ，功労報
償的性格をもつ以上，競業行為が過去の功労を大
きく減殺・抹消するほどの著しい背信性が認めら
れれば，減額・不支給とすることができる，とい
う判例法理が定着してきている 63）。ここでは，
退職金の減額等は，損害賠償請求や差止請求とは
異なり，退職後の競業行為を直接制限するもので
はないことを理由に，競業避止義務の存否自体を
問題とすることなく，顕著な背信性の有無を基準
にして減額等に審査がくわえられている。
　しかし，これに対しては，退職金の減額等が間
接的とはいえ労働者の職業活動に萎縮効果を及ぼ
す以上，競業行為を減額等の事由とする就業規則
が適用されるためには，競業避止義務が合理性を
備えている必要がある，との批判がある 64）。また，
適正な代償措置を有効要件と解すれば，基本的に
在職中の労働などに対する対償として支給される
退職金を，退職後の競業を理由に減額等すること
は一貫しない。そうすると，退職金の減額・不支
給条項は，そもそも代償を欠く競業避止義務の特
約として無効とみなされるべきであり，この点は，
競業の背信性の有無を問わない 65）。この場合，
使用者が競業行為に対抗しうる手段は，不法行為

や不競法による損害賠償請求などに限られよう。
なお，退職金減額・不支給の合意が有効となりう
るとすれば，それが退職後の競業禁止の代償とし
てとくに合意された場合に限られる 66）。
　また，判例法理を前提とするとしても，退職金
の減額等は，その実質的な損害塡補機能を考慮し，
競業行為の態様や性質，競業行為に及んだ経緯，
使用者の被った損害や不利益の程度，労働者の勤
続年数，勤務態度，会社に対する貢献度などを勘
案して，使用者が被った実損害額を上限として，
一定範囲に制限されるべきである 67）。
　つぎに，使用者が退職後の競業避止義務と併せ
て合意した違約金ないし損害賠償額の予定の効力
を検討する。まず，こうした約定などは労働基準
法 16 条に抵触するかどうかが問題となる。一方
で，損害額の立証が困難であり，競業避止合意は
契約終了後の行為を規制することから，罰則をと
もなう同条を適用して違約金合意をすべて無効と
解すべきではないとの見方がある 68）。他方で，
総合行政調査会地方人事調査所事件・東京地判昭
59・11・28 69）のように，労働者が競業避止義務
違反による違約金により自由意思を抑圧され，同
業者への転職を差し控え，契約関係の継続を強い
られることを理由に，違約金は労働基準法 16 条
の趣旨に照らし無効と解することも可能である。
私法的な側面においては，同条の目的を考慮した
弾力的，合目的的な解釈が要請され 70），また，
近年，同条の趣旨は，退職の自由の確保にくわえ，
使用者の優越的地位を利用した労働者への過大な
損害負担の賦課や生活の不安定化の防止をふくむ
と解されるようになっている 71）ことに鑑みると，
退職後に競業避止義務を課し，違反に対して違約
金などを取り決めることは基本的に同条により禁
じられていると解すべきである 72）。
　また，同条に抵触しないとしても，裁判所によ
る違約金などの軽減という手法が考えられる。た
とえば，ヤマダ電機（競業避止条項違反）事件・
東京地判平 19・4・24 73）は，競業避止合意違反
の場合に，退職金の半額と直近 6カ月の給与相当
額が違約金とされていたケースで，功労の減殺に
よる退職金の半額の返還請求を認める一方で，給
与は，現実の稼働の対価で，退職者の不利益は甚
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大だが，前使用者に具体的な損害は生じておらず，
競業の態様が軽微ではなかったことなどを考慮し
て，1カ月分の返還に限り有効とした。また，トー
タルサービス事件・東京地判平 20・11・18 74）は，
フランチャイズシステムの開業資金に相当する金
員とそのシステム等の導入に要した費用（合計額
540 万円）が競業禁止特約における違約金とされ
ていたケースで，前使用者は本件技術を独占でき
るわけではないことを理由に，そのうち 7割に限
り損害として請求しうると判断している。
　こうした減額規制は，労使の非対等性をふまえ，
退職者の職業選択の自由を確保し，実際の損害額
との関係で不当に過大な違約金などに制約をくわ
えうるものと評価しうるが，予定額を増減し得な
いというルール（民法 420 条 1 項）の修正を正当
化する法的根拠や減額の基準が不明確であるとい
う課題もある 75）。この点については，学説上，
公序良俗，信義則あるいは権利濫用などを根拠に
違約金や予定された損害賠償額を減額することが
可能とされている点が参考になろう 76）。

Ⅴ　おわりに

　以上，これまでの判例・学説の整理を通じて，
在職中または退職後における秘密保持および競業
避止義務の要件と効果を解明し，今後の理論的課
題に検討をくわえるよう試みてきたが，その要点
は以下のようにまとめることができる。
　まず，在職中の労働者は，信義則上，誠実義務
の一つとして，秘密保持義務を負うが，しかし，
信義則上の守秘義務は労働契約の終了とともに終
了する。不競法により在職中か退職後かを問わず
導入された信義則上の守秘義務とは別に，労働契
約の余後効として信義則上の義務が残るとするの
は整合性を欠くし，明確な根拠なしに退職後も拘
束が継続するのは労働者保護の観点からも疑問が
ある。かりに信義則上の守秘義務が例外的に生じ
うるとしても，それは職業選択の自由などと抵触
しない限りで，対象も顧客の個人情報や重要な企
業秘密に限定されなければならない。
　つぎに，労働者は，在職中であれば，信義則上，
競業避止義務をも負担する。しかし，競業避止義

務は，守秘義務と比べて職業選択の自由を強く制
約し，生計の道を奪いかねないことから，退職後
に競業避止義務を課すには明示の根拠が強く要求
される。不競法上の営業秘密の不正使用・開示を
規制する立法はあくまで秘密保持義務に関するも
のであるから，労働契約終了後の競業避止義務を
根拠づけうるものとは解されない。また，退職後
の競業避止義務については，就業規則の規制対象
たる労働条件該当性に対する疑問や制限を受ける
労働者の権利の重要性などに鑑みて，原則として
明確な個別特約によるべきである。
　こうした退職後の競業避止特約の内容は，職業
選択の自由などに対する制約の強度に鑑みて，必
要最小限度に止まり，かつ適正な代償措置が不可
欠の要件になると解すべきである。適正な代償措
置としては，基本的に，制限期間中競業制限を受
けなければ得られるであろう利益の総額から，同
期間中競業制限範囲外の活動により得られるであ
ろう利益の総額を控除した額に概ね見合う内容が
求められよう。
　退職後の競業避止義務違反に対して，損害賠償
請求のほか，実際上，退職金の減額等が用いられ
ることが多いが，基本的に在職中の労働などの対
償である退職金を，退職後の競業を理由に減額等
することは一貫しない。退職金の減額・不支給条
項は，適正な代償を欠く競業避止義務の特約とし
て基本的に無効とみなされる。判例法理を前提に
するとしても，退職金の減額等は，その実質的な
損害塡補機能を考慮し，競業行為の態様や経緯，
使用者の損害，労働者の勤務態度や貢献度などを
勘案して，実損害額を上限として，制限されるべ
きである。また，違約金や損害賠償予定は，退職
や再就職の自由を制約し，過大な損害負担の賦課
をもたらすおそれが強いことから，基本的に労働
基準法 16 条に違反すると解される。なお，同条
に抵触しないとしても，裁判所は，公序良俗や信
義則などを根拠に違約金等を減額することが可能
である。
　さて，2015 年の不競法改正により，営業秘密
の保護は大幅に強化され，これにより，使用者が
営業秘密等を保護する法的環境はかなり整備され
ることになる。雇用の流動化が進み，退職労働者
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の職業選択の自由が一層重要な意味をもつに至っ
ている昨今の状況からすると，今後は，本稿で考
察してきたように，使用者の正当な利益を逸脱し，
不必要に転職の自由を抑止するおそれのある競業
避止義務は，より厳格な規制の下に置かれるべき
である一方で，保護されるべき使用者の正当な利
益を背後にもつ不競法や守秘義務特約を用いるこ
とにより，営業秘密と職業選択の自由や公正な競
争との調整が図られるべきであろう 77）。
　なお，退職後の信義則上の秘密保持義務，競業
避止特約の合理性審査における代償措置の要件性
や内容，競業行為等への対抗手段としての損害賠
償請求，退職金の減額等，違約金などの審査基準
といった，議論が十分には尽くされていない論点
および改正不競法の解釈のあり方などについてさ
らに検討を深めていくことは今後の課題とした
い。

 1）朝日新聞 2014 年 3 月 14 日朝刊参照。
 2）朝日新聞 2012 年 10 月 26 日朝刊参照。
 3）朝日新聞 2014 年 7 月 18 日朝刊，同 2015 年 3 月 30 日夕刊
参照。

 4）西谷敏「日本における企業秘密の労働法的保護」松本博
之・西谷敏・守矢健一編『インターネット・情報社会と法
─日独シンポジウム』（2002 年，信山社）181 頁以下参照。
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 6）石橋・前掲注 5）18 頁以下参照。
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参照。
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働法の争点』（2014 年，有斐閣）68 頁参照。
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15）小畑・前掲注 12）48 頁。
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守秘義務の対象となることが個別的に明示されている限り
で，守秘義務は存続すると論じている。

20）土田・前掲注 12）617 頁参照。
21）通商産業省知的財産政策室監修『営業秘密─逐条解説　
改正不正競争防止法』（1990 年，有斐閣）89 頁参照。

22）土田・前掲注 12）108 頁および 616 頁も参照。
23）土田・前掲注 13）194 頁以下参照。
24）山口俊夫「労働者の競業避止義務─とくに労働契約終了
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25）西谷・前掲注 19）191 頁以下。
26）石橋・前掲注 5）29 頁以下。
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の目的が単なる競争制限にある場合には，特段の事情がない
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れば営業秘密を実効的に保護し得ないことなどから，不競法
による退職後の競業避止義務を肯定する。

30）小畑史子「労働者の退職後の競業避止義務」日本労働研究
雑誌 441 号（1997 年）26 頁。同旨，川田・前掲注 7）142 頁。

31）土田・前掲注 12）622 頁以下。
32）横地大輔「従業員等の競業避止義務等に関する諸論点につ
いて（上）」判タ 1387 号（2013 年）8頁。

33）労判 1005 号 5 頁，判タ 1327 号 71 頁。
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ジュリスト 1416 号（2011 年）80 頁参照。なお，中村肇「従
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1364 号（2011 年）10 頁は，競業避止義務が退職後の営業の
自由を制約することに鑑みれば，信義則上の競業避止義務の
認定は慎重にすべきであるとし，本件の事実関係の下で同義
務を否定する判断を支持する。

35）前使用者が競業避止義務に関する合意書案について再三に
わたり合意を迫ったため，退職労働者はその内容に不満が
あったが，合意の有効期間が 10 年から 5年に短縮されるこ
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とにして，不本意ながら合意書に署名押印したことなどから，
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